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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 
従業員の研修費用に対する追加所得控除の延長 

2021 年 5 月 26 日に発行された勅令第 716 号では、2020 年 12 月 31 日に

失効した従業員の適格研修費用に対する追加減税措置を 2021 年 9 月 30

日まで延長しています。この勅令は、企業又はパートナーシップに対

し、従業員のためにタイでの研修セミナーを手配するためのセミナー

ルームの賃借料、宿泊費、交通費、その他の費用、又はタイでのセミ

ナーのために観光事業法に基づく旅行代理店やガイドにサービス料と

して支払った費用について、100%（つまり合計 200%）の追加控除を行

うものです。費用は、2021 年 1 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日までに発

生したものでなければなりません。 
 
適格な基金への寄附に対する 200%の追加控除 

2021 年 5 月 26 日に発行された勅令第 717 号では、2021 年 5 月 27 日か

ら 2021 年 12 月 31 日までの間に、個人、企業、又はパートナーシップ

が、電子寄附システムを通じて計量システム開発基金、保健システム

研究基金、科学技術開発基金、又は科学研究・イノベーション基金に

寄附をした場合、下記の勅令に基づき、追加の控除を受けることがで

きます。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-jun2021-en.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


• 個人は、適格な寄附金の 200％（すなわち合計 300％）の追加控

除対象経費又は引当を受けることができます。ただし、他の勅

令で認められている「二重控除」と合算した場合、控除可能な

寄附金の合計額は、個人の純課税所得（全ての引当や控除を差

し引いた後の課税所得）の 10％を超えてはなりません。  
• 企業又はパートナーシップは、適格な寄附金の 200%（すなわち

合計 300%）の追加控除が認められます。ただし、他の勅令で認

められている二重控除対象項目と合算した場合、控除対象とな

る寄附金の総額は、タイ歳入法第 65 条の第 3 項(b)に基づく慈

善、公益、教育、スポーツの支援のために行われた寄附金を控

除する前の企業の純課税所得の 10％を超えてはなりません。 
 
電子納税システムへの投資と利用を促進するための税制優遇措置 

2021 年 5 月 26 日に発行された勅令第 718 号によると、2020 年 1 月 1 日

から 2022 年 12 月 31 日までの期間に、企業又はパートナーシップに対

して、以下の適格費用（支出額に基づく）に対して 100％の追加控除

（すなわち、合計 200％の控除）が認められており、その概要は以下の

とおりとなります。 
• 電子納税システムへの投資費用のうち、電子データ作成、コン

ピュータプログラムの調達、電子証明書を保存するための機

器、電子納税の請求書又は電子領収書の作成、交付、受領、又

は管理のためのコンピュータ又はコンピュータとともに使用さ

れるその他の機器のための費用。しかしながら、機器を元の状

態に戻すための修理費用は対象とならない。 
• 納税システムへの投資の費用で、コンピュータソフトウェア、

電子証明書を保存するための機器、コンピュータ、又は納税を

行うためにコンピュータと共に使用されるその他の機器の調達

のための費用。機器を元の状態に戻すための修理費用は対象外

となる。これらの費用は、歳入法第 3 条の 15 の規定に基づく源

泉税、所得税、付加価値税の適格納税エージェントである企業

若しくはパートナーシップ及びその他の納税エージェントが対

象となる。 
• 電子データや税金の支払を準備又は配信している適格なサービ

スプロバイダーに支払われるサービス料。 
 
市場価格よりも低いリース料を設定する正当な理由 

2021 年 5 月 21 日に発行された歳入局通達 No.Paw 158/2564 は、債務者

が金融機関からの借入金を返済するために資産を譲渡し、その金融機

関が市場価格よりも低いリース料で資産を債務者にリースバックを行

い、さらにその金融機関が 2020 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで

の期間にタイ中央銀行が規定する債務再編を行った場合、市場価格よ

りも低いリース料は歳入法第 65 条（4）に基づいて正当化されることを

確認しました。 
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